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市と包括連携協定を結んでいるミ

ズノ（株）から、子どもたちの運動能

力向上のため、逆上がり練習器が寄

贈されました。この練習器は、（株）

セノテック（横塚町／ミズノグルー

プ：セノー（株））の生産拠点）で開発

された製品で、贈呈式後、沼田小学

校５年生の皆さんが練習器を使って

逆上がりに挑戦しました。

逆上がり練習器が小学校へ
３月13日(火) ミズノグループから寄贈された練習器で逆上がりに挑戦(沼田小学校屋内運動場)

■市長選挙、市議会議員補欠選挙■２－３

■平成30年度当初予算■４－５

■本年度区長紹介、行政組織機構変更■６－７
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日
本
国
籍
を
有
し
、
次
の
要
件
を

満
た
す
人
。

▼
平
成
12
年
４
月
23
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人

▼
今
年
の
１
月
14
日
以
前
か
ら
、
本

市
の
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民
基
本
台
帳
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さ
れ
て
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る
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※
４
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し
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さ
い
。
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票
日

ま
で
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た
人
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４
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５
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入
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い
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員
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任期満了に伴う市長選挙と、欠員による市議会議員補欠選挙が、４月

15日(日)告示、４月22日(日)投票の日程で行われます。

この選挙は、私たちの暮らしに最も身近で、今後の市政を担う人を選

ぶ大切な選挙です。皆さん忘れずに投票しましょう。
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問い合わせ　選挙管理委員会1内線３２１７

投票時間

投票所

期日前投票

期日前投票所

投票区名 投票場所 区域

第1投票区
沼田市立沼田小学校屋
内運動場

東倉内町、西倉内町、柳町

第2投票区 高橋場町住民センター 高橋場町

第3投票区 東原新町会館

第4投票区 上原町区民館

第5投票区
群馬県立沼田高等学校
第二体育館

第6投票区 坊新田町公民館

第7投票区 下町住民センター

第8投票区
沼田市立升形小学校屋
内運動場

桜町、東原新町

上原町

材木町、西原新町、上之町

馬喰町、中町、坊新田町、下之町、鍛冶町

榛名町、清水町、薄根町

戸鹿野町、新町、栄町

第9投票区 沼田市利南公民館

第10投票区
沼田市立利南東小学校
屋内運動場

第11投票区 沼田市水道会館

第12投票区 横塚町公民館

第13投票区 沼田市池田公民館

第14投票区
佐山町南部生活改善セン
ター

第15投票区
上発知町生活改善セン
ター

第16投票区 岡谷町生活改善センター

第17投票区 奈良町農事研修所

第18投票区 沼田市薄根公民館

沼須町、上沼須町

下久屋町(1地区・2地区)、上久屋町

下久屋町(3地区・4地区・5地区)、久屋原町

横塚町

中発知町、発知新田町、下発知町

佐山町

上発知町

岡谷町

奈良町、秋塚町

下沼田町、善桂寺町、町田町

投票区名 投票場所 区域

第19投票区 堀廻町構造改善センター 宇楚井町、原町、堀廻町、大釜町

第20投票区 石墨町多目的集会所 石墨町、戸神町

第21投票区 硯田町公民館

第22投票区
沼田市外二箇村組合衛生

センター

第23投票区 上川田町住民センター

第24投票区 沼田市川田公民館

第25投票区 屋形原町農村婦人の家

第26投票区
旧沼田市立川田小学校
岩本分校

白岩町、硯田町

恩田町、井土上町

上川田町

下川田町、篠尾町、今井町

屋形原町

岩本町

第27投票区 沼田市白沢支所

第28投票区 尾合集会所

第29投票区 上古語父集会所

第30投票区 沼田市利根支所

第31投票区 平川集落センター

第32投票区 大原集会所

第33投票区 南郷集会所

第34投票区 根利集会所

第35投票区
多那地区コミュニティ

センター

高平(塩水の一部を除く)、生枝、平出(堰巾・
前大反・後大反)、上古語父(道祖神の一部)

岩室、尾合、平出(堰巾・前大反・後
大反・狐塚・高岩を除く)

上古語父(道祖神の一部を除く)、下古語父、

高平(塩水の一部)、平出(狐塚・高岩)

追貝、大楊、高戸谷

千鳥、平川

老神、穴原(島古井)、大原、園原

穴原(島古井を除く)、柿平、小松、日向南
郷、日影南郷、青木、砂川(八軒家を除く)

根利

輪組、多那、石戸新田、二本松、砂川
(八軒家)

投票所一覧

不在者投票

○他市町村に滞在している人

投票する資格があって他市町村に滞在中の人は、滞在地の選挙管理委員会を通じて不在者投票ができます。事務に時

間がかかりますので、早めに手続きをしてください。

○指定施設での不在者投票

県選挙管理委員会が指定した施設(市内では沼田病院・利根中央病院・内田病院・沼田脳神経外科循環器科病院・大誠

苑・恵寿の園・介護老人保健施設とね・愛宕老人ホーム・花の苑・ゆうハイムくやはら・特別養護老人ホームくやはら

・沼田警察署)に入院、または入所している人は要件を満たせば、施設内で不在者投票ができます。

○郵便等による不在者投票

体が不自由で投票所に行けない人のうち、重度の障がいのある人や介護保険において要介護度５である人に限り｢郵便

等による不在者投票｣ができます。この制度の利用には、前もって市選挙管理委員会から｢郵便等投票証明書｣の交付を受

ける必要があります。対象者は下表のいずれかに該当し、自書できる人です。

また、郵便等による不在者投票ができる人で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が一級と記載されてい

る人、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第２項症までと記載されている人は、あらかじめ選

挙管理委員会に届け出た人による代理記載をすることができます。

郵便等による不在者投票は、４月18日(水)までに選挙管理委員会に投票用紙等を請求する必要がありますので、早め

に手続きしてください。

障害名

両下肢・体幹・移動機能
の障害

心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう、直腸・小腸の
障害

肝臓・免疫の障害

障害の程度
1級

○

○

○

○

○

○

○

2級 3級

身
体
障
害
者
手
帳

障害名

両下肢・体幹の障害

心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸・
肝臓の障害

障害の程度

戦
傷
病
者
手
帳

特別
項症

第１
項症

第２
項症

第３
項症

○

○

○

○

○

○ ○

介
護
保
険
の
被
保
険
者
証

要介護
状態区分

要介護５

４/22は市長選挙と市議会議員補欠選挙の投票日。投票所入場券を忘れずに。期日前投票は4/16～4/21です

大
事
な
一
票

忘
れ
ず
に

投票日

４月22日(日)
市長選挙
市議会議員補欠選挙

市議会議員補欠選挙

立候補予定者等説明会について

４月22日(日)に執行される、欠員による

市議会議員補欠選挙の立候補予定者等説明

会を行いますので、立候補予定者とその関

係者は出席してください。

◆立候補予定者等説明会

とき ４月５日(木)午後２時

ところ 市役所北庁舎３階第三会議室

※立候補提出書類事前審査の実施日時・会

場は、説明会開催時にご案内します

４月22日(日)午前７時～午後７時

４月16日(月)～21日(土)午前８時30分～午後８時

※平川集落センターと根利集会所は午後６時まで

市内35カ所(３ページの投票所一覧をご覧ください)

市役所市民ホール、白沢支所ロビー、利根支所ロビー
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本
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
額

は
、
２
６
０
億
６
１
８
万
円
で
、
前

年
度
当
初
予
算
と
比
較
す
る
と
10
・

４
％
増
加
し
て
い
ま
す
。

本
年
度
は
、
沼
田
市
第
六
次
総
合

計
画
の「
ま
ち
づ
く
り
の
将
来
像
」と

し
て
定
め
ら
れ
た「
こ
こ
ろ
豊
か
に

暮
ら
し
、
し
あ
わ
せ
を
実
感
で
き
る

ま
ち
　
沼
田
」を
踏
ま
え
、
ま
た
、

『
明
日
の
沼
田
を
つ
く
る
元
気
み
ら

い
創
造
』の
集
大
成
と
も
い
え
る
大

規
模
事
業
の
実
施
を
予
定
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、

「
明
日
の
沼
田
を
つ
く
る
元
気
み
ら

い
創
造
予
算
」
と
し
て
、
６
つ
の
重

点
施
策
を
柱
と
し
た
予
算
を
編
成
し

ま
し
た
。
住
む
人
に
と
っ
て
も
、
ま

た
、
訪
れ
る
人
に
と
っ
て
も
、
居
心

地
の
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
積
極
的
に

推
進
し
ま
す
。

歳
入
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税

な
ど
の
依
存
財
源
が
市
税
な
ど
の
自

主
財
源
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

国
や
県
の
動
向
を
注
視
・
分
析
し
、

制
度
の
有
効
活
用
を
す
る
と
と
も
に
、

市
税
に
お
い
て
は
収
納
率
の
向
上
を

図
る
な
ど
、
で
き
る
限
り
の
財
源
確

保
に
努
め
ま
す
。

歳
出
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
財
政

状
況
の
中
、
行
政
改
革
や
経
費
削
減

に
よ
り
、
経
常
経
費
の
抑
制
を
図
り

な
が
ら
、
地
域
事
情
や
市
民
ニ
ー
ズ

な
ど
の
行
政
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、

「
選
択
と
集
中
」に
よ
り
事
業
の
重
点

化
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
ま

す
。本

年
度
も
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持

続
可
能
な
財
政
運
営
に
向
け
て
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
の
で
、
ご
支
援
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
詳
し
い
資

料
を
掲
載
し
て
い
ま
す

問
い
合
わ
せ

財
政
課
財
政
係
1

内

線
３
２
６
２
へ

明日の沼田をつくる

元気みらい創造予算

予算総額　405億4,684万円(4.3％増)

一般会計　260億 618万円(10.4％増)

平成30年度当初予算

■一般会計の内訳

■重点施策６項目(主な事業)

■予算の総括表

☆･･･新規事業　★･･･継続・拡充事業

9,648千円

600千円

110,302千円

☆スマートウェルネス推進事業

☆不育症治療費助成事業

★放課後児童健全育成事業

保健・医療・福祉(ふれ合いと支え合いの健やかなまちづくり)

153,028千円

199,427千円

16,192千円

804,570千円

☆給食センター整備事業

★旧土岐邸洋館保存整備事業

★事前合宿推進事業

★(仮称)利南運動広場整備事業

教育・文化(未来を担うたくましいひとづくり・まちづくり)

3,377,109千円

981千円

78,808千円

★庁舎等複合施設整備事業

☆乗合バス再編事業

★市道国立病院下原線交差点改良事業

都市基盤(歴史・文化が息づく自然ゆたかなまちづくり)

34,262千円

99,140千円

★自然エネルギー利用推進事業

★消防車両整備事業

自然環境・生活環境(人と自然にやさしい持続可能なまちづくり)

地域経済(ブランド力と交流による元気創生のまちづくり)

2,387千円

47,200千円

★市民構想会議運営事業

★水と緑の大地ふるさとぬまた寄附事業

構想の推進(市民協働のまちづくり)

☆海外販路促進事業

★鳥獣対策事業

★玉原高原施設整備事業

1,500千円

52,414千円

48,255千円

会計区分 本年度予算額 前年度当初予算額 比較増減 比較増減率

一般会計　　　　　　Ａ

特別会計　　　　　　Ｂ

260億 618万円

140億1,783万円

57億8,684万円

6億3,688万円

55億8,127万円

3億7,710万円

14億5,562万円

1億5,130万円

2,882万円

5億2,283万円

235億5,403万円

147億7,300万円

70億8,487万円

5億9,705万円

50億1,813万円

4億2,481万円

14億7,983万円

1億5,392万円

1,439万円

5億4,751万円

24億5,215万円

△7億5,517万円

△12億9,803万円

3,983万円

5億6,314万円

△4,771万円

△2,421万円

△262万円

1,443万円

△2,468万円

10.4％

△5.1％

△18.3％

6.7％

11.2％

△11.2％

△1.6％

△1.7％

100.3％

△4.5％水道事業会計　　　　Ｃ

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

簡易水道事業特別会計

下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

電気事業特別会計

合　　　計　(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 405億4,684万円 388億7,454万円 16億7,230万円 4.3％
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本年度の区長の皆さんを紹介します
問い合わせ　総務課行政係1内線３２１２

東 倉 内 町

西 倉 内 町

柳 町

高 橋 場 町

材 木 町

桜 町

上 原 町

東 原 新 町

西 原 新 町

上 之 町

馬 喰 町

中 町

坊 新 田 町

下 之 町

鍛 冶 町

榛 名 町

清 水 町

薄 根 町

戸 鹿 野 町

新 町

沼 須 町

林 　 　 國 繁

平 野 　 　 奬

冨 沢 　 　 仁

金 子 　 　 修

北 原 　 一 浩

羽 鳥 　 和 延

新 井 　 好 男

西 山 　 政 之

大 竹 　 耕 一

渡 辺 　 行 哉

田 村 博

松 井 　 大 造

田 村 　 昭 彦

吉 澤 　 育 男

田 村 　 　 滋

大 平 　 孝 雄

阿 部 　 一 司

福 田 　 　 薫

堀 　 　 茂 巳

須 藤 　 聖 市

金 子 　 基 行

沼田地区＝18人 上 沼 須 町

下 久 屋 町

上 久 屋 町

久 屋 原 町

横 塚 町

栄 町

佐山町北部

佐山町南部

上発知町北部

上発知町中部

上発知町南部

中 発 知 町

発知新田町

下 発 知 町

岡 谷 町

奈 良 町

秋 塚 町

下 沼 田 町

白 岩 町

硯 田 町

山 元 　 　 生

永 井 　 幸 三

栃 原 　 茂 男

小 林 　 昭 博

勝 見 　 智 良

青 池 　 初 男

戸 部 　 　 潔

白 井 栄 三 郎

藤 　 八 一

峰 川 　 敏 夫

齋 藤 　 　 豊

小 澤 壽 美 雄

大 嶋 　 良 之

関 　 　 正 敏

大 島 　 一 克

石 田 久 米 幸

黒 岩 　 　 勉

野　　　■

岩 倉 　 　 操

新 木 　 延 謹

池田地区＝11人

恩 田 町

井土上町上

井土上町下

宇 楚 井 町

原 町

堀 廻 町

大 釜 町

善 桂 寺 町

石墨町東部

石墨町西部

戸 神 町

町田町東部

町田町西部

上 川 田 町

下 川 田 町

篠 尾 町

屋 形 原 町

岩 本 町

岩本町上野

今 井 町

小 池 　 誠 一

倉 澤 　 政 幸

片 野 　 　 久

弓 削 　 量 夫

山 崎 　 義 男

勝 見 　 　 守

小 野 里 　 吉

唐 澤 啓 二 郎

平 方 　 　 巌

阿 部 　 正 夫

唐 木 　 富 雄

新 井 　 　 昭

笛 木 　 　 公

金 井 　 信 壽

生 方 　 準 一

生 方 　 孝 一

生 方 　 　 一

綿 貫 　 拓 夫

生 方 　 棟 雄

今 井 　 元 司

川田地区＝７人

高 平

生 枝

岩 室

尾 合

平 出

上 古 語 父

下 古 語 父

追 貝

平 川

大 楊

高 戸 谷

老 神

大 原

園 原

穴 原

根 利

南 郷

輪 組

多 那

二 本 松

田 　 信 行

中 村 　 　 薫

鈴 木 　 好 美

渡 邊 　 　 守

小 野 　 友 義

小 林 　 和 幸

佐 藤 　 常 幸

小 山 　 恒 男

井 上 　 　 聡

金 子 　 　 寿

星 野 　 　 茂

小 林 　 伸 二

小 林 　 晋 弥

中 澤 　 　 均

田 辺 　 　 連

小 菅 　 　 一

笛 田 　 弘 士

山 谷 　 一 彦

牛 口 　 長 明

佐々木　晃一

利根町＝13人

薄根地区＝16人

(行政区順・敬称略)

利南地区＝９人

白沢町＝７人

本年度区長紹介・行政組織などのお知らせ税務課からのお知らせ・申告選択制度

行政組織機構を変更しました

平成30年度行政組織機構図（改編箇所）

行政運営の効率化と特定政策の推進体制強化を図るため、４

月１日付で次のとおり行政組織機構を変更しました。

問い合わせ　企画課企画係1内線３２２２

社会福祉法人の指導・監査業務を強化するため、社会福祉課

に｢指導監査係｣を設置しました。

歴史資料館の設置に対応するため、文化財保護課の課内室

として｢歴史資料館準備室｣を設置しました。

※歴史資料館は、現在改修工事が行われているテラス沼田に

設置される予定です

健康福祉部関係

教育部関係

社会福祉課 社 会 係

保 護 係

障害福祉係

指導監査係

健康

福祉部

部 部

改　編　後

課　　　　　係 課　　　　　係

改　編　前

文化財保護課 文化財保護課教育部 文化財保護課 文化財保護課教育部

社会福祉課 社 会 係

保 護 係

障害福祉係

健康

福祉部

歴史資料館準備室

４月１日付で

五十嵐副市長が再任されました

五十嵐靖男さんが、議会の同意

を得て、４月１日付で副市長に再

任されました。

五十嵐さんは、昭和56年に群馬

県庁に入庁後、人権男女共同参画

課長、地域政策課長、利根沼田振

興局長などを歴任。平成28年４月から副市長として、

市の発展と円滑な行政運営のため活躍されています。

｢副市長に再度就任させていただきました。その責

任の重さを痛感し、身の引き締まる思いです。『こころ

豊かに暮らし、しあわせを実感できるまち　沼田』を目

指し、職員と一体となって、市長の補佐役として、誠

心誠意努力してまいる所存です｣

固定資産評価審査委員選任
本市の固定資産評価審査委員の定数は、市の条例で

５人と定められており、固定資産の評価について学識

経験を有する人から選出され、議会の同意を得て選任

されています。このうち、堀井禎二さんが４月１日付

で再任されました。

問い合わせ 総務課行政係1内線３２１７へ

市
内
に
本
支
店
が
あ
る
金
融
機
関
、

郵
便
局
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

納
税
で
き
る
店
舗
名
な
ど
は
納
税

通
知
書
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
納
付
の
際
に
は
納
税
通
知
書
の
期

別
を
よ
く
確
認
し
て
く
だ
さ
い

自
動
的
に
納
税
で
き
て
安
心
で
す
。

通
帳
と
届
け
出
印
を
用
意
し
て
、
市

内
の
金
融
機
関
、
ま
た
は
郵
便
局
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

平
日
は
仕
事
な
ど
の
都
合
で
納
税

が
難
し
い
人
や
、
税
金
の
納
付
に
関

す
る
相
談
は
、
月
１
回
、
日
曜
日
に

開
設
す
る
休
日
納
税
相
談
窓
口
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

業
務
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
市
税
の
収
納

市
県
民
税
、
固
定

資
産
税
、
都
市
計
画
税
、
軽
自
動

車
税
、
国
民
健
康
保
険
税

○
納
税
相
談

災
害
や
失
業
な
ど
の

事
情
に
よ
り
、
納
期
ご
と
の
納
付

が
困
難
な
人
に
は
、
納
税
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く

だ
さ
い

「
納
付
書
を
し
ま
い
忘
れ
て
い

た
」、「
口
座
振
替
に
し
て
い
た
が
残

高
不
足
で
振
り
替
え
で
き
ず
未
納
に

な
っ
て
い
た
」
な
ど
の
理
由
で
納
税

を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
、
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

納
期
限
内
に
納
税
い
た
だ
い
て
い

る
大
多
数
の
納
税
者
と
の
公
正
・
公

平
を
確
保
す
る
た
め
、
法
律
の
定
め

に
よ
り
厳
正
な
滞
納
処
分
を
執
行
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
債
権(

給
料
、
年
金
、

売
掛
金
な
ど)

、
不
動
産(

土
地
、
家

屋)

、
動
産
、
自
動
車
な
ど
の
財
産

を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
納
期
限
内
で
の
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。

源
泉
徴
収
あ
り
を
選
択
し
た
、
特

定
口
座
内
の
上
場
株
式
等
譲
渡
所
得

や
住
民
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
（
以
下

「
当
該
上
場
株
式
等
の
所
得
」
と
表

記
）に
つ
い
て
、
地
方
税
法
の
改
正

に
よ
り
、
当
該
上
場
株
式
等
の
所
得

を
含
め
た
確
定
申
告
書
を
提
出
し
、

か
つ
、
市
県
民
税
申
告
書
を
提
出
期

限
内
に
提
出
し
た
場
合
、
所
得
税
と

住
民
税
で
異
な
る
課
税
方
式（
総
合

課
税
・
分
離
課
税
・
申
告
不
要
）を

選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

住
民
税
で
申
告
不
要
を
選
択
し
た

場
合
に
は
、
配
当
割
の
控
除
等
は
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
が
、
被
扶
養

者
判
定
や
国
保
税
、
介
護
保
険
料
等

の
住
民
税
の
所
得
を
基
準
に
算
定
さ

れ
る
も
の
の
所
得
に
は
含
ま
れ
な
く

な
り
ま
す
。

※
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
っ
て
い
な

い
上
場
株
式
等
譲
渡
所
得
や
住
民

税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
配

当
所
得
等（
非
上
場
株
式
の
配
当
）

は
、こ
の
制
度
は
適
用
で
き
ま
せ
ん

■
対
象
と
な
る
人

当
該
上
場
株
式
等
の
所
得
を
確
定

申
告
し
た
人
。

■
市
県
民
税
申
告
書
提
出
期
限

○
特
別
徴
収(

給
与
天
引
き)

対
象
者

５
月
31
日（
木
）

○
普
通
徴
収
対
象
者

６
月
８
日（
金
）

○
申
告
に
必
要
な
も
の

印
鑑
／
申

告
者
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド（
通
知

カ
ー
ド
の
場
合
、
運
転
免
許
証
な

ど
の
身
元
確
認
書
も
必
要
）／
確

定
申
告
書
の
控
え
／
当
該
上
場
株

式
等
の
所
得
の
内
訳
が
分
か
る
も

の（
確
定
申
告
の
際
に
内
訳
を
添

付
し
て
手
元
に
資
料
が
な
い
場
合

は
不
要
）

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
い
合
わ
せ

税
務
課
納
税
係
1

内
線
３
１
４
２
、
税
務
課
徴
収
対
策
室
1

内
線
３
１
４
０

市
民
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
は
、
住
民
福
祉
向
上
の
た
め
の

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
や
施
設
整
備
、
教
育
の
充
実
な
ど
に
必
要
な
市
民
共
有
の

財
産
で
す
。
税
金
は
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

■
市
税
の
納
付
方
法

■
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

■
休
日
納
税
相
談
窓
口
の
開
設

■
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

■
市
税
を
滞
納
す
る
と

４月15日(日)

５月20日(日)

６月17日(日)

７月22日(日)

８月19日(日)

９月30日(日)

10月21日(日)

11月18日(日)

12月16日(日)

１月20日(日)

２月17日(日)

３月17日(日)

平成30年

平成31年

平成30年度休日窓口日程表

※時間はいずれも午前8時30分～午後5時

住民税が源泉徴収さ

れている上場株式等

譲渡所得・配当所得

の申告選択制度
問い合わせ　税務課市民税係1内線

３１４４

市県民税申告書

譲渡所得

配当所得
＝
選

択

総合課税
分離課税
申告不要
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スマートウェルネスぬまた

がスタートします

生涯にわたって健やかで幸せに暮らせるまちへ スマートウェルネスぬまたって？

｢歩いて健康になるまちづくり｣を目指

し、ウオーキングを中心に、各種スポー

ツを推進し、地域の絆づくりやまちづく

りに取り組んでいくものです。

市では、スマートウェルネスぬまたに取り組みます。
市民の皆さんが、生涯にわたって健康(健幸)でいきいきとした生活が送れるよう、さま

ざまな事業を推進していきます。

｢歩いて健康になるまちづくり｣を具体化するため、歩数

や歩く強度によって、さまざまな病気予防の研究を進め、

中之条研究で世界的に知られる東京都健康長寿医療センタ

ー研究所の青　幸利先生に協力いただき、20歳以上の市民

の皆さんに活動量計を使用したウオーキングを推奨します。

参加いただける人には、活動量計(購入費用の一部として

１人2,000円を負担していただきます)を身に付けていただ

き１カ月の運動量により、その人のウオーキングカルテを

作成し“見える化”します。

また、ウオーキング参加や健康診査、がん検診受診、健

康課の講演会などに参加するとポイントが付く｢健康ポイン

ト制｣を導入します。たまったポイントは、スポーツ用品や

日常の買い物に利用できる予定です。

どのようにするの？？

・始めに｢活動量計｣に、その人の年齢や体力に応じた運

動量を設定します

・｢活動量計｣は、寝るときやお風呂以外身に付けて生活

してもらいます

・運動量(歩数)の目安は1日8,000歩です

※8,000歩は１日の総歩数の目安で、そのうち20分程度

を中強度(しゃべりながら歩くときついくらいの速度)のウ

オーキングを取り入れます。この１日8,000歩という

数字が、高血圧症や糖尿病などの予防ができるとされ

る、青　先生の中之条研究で得られたデータです

・月に１度、活動量の取り込み会場にお越しいただき、

データを取り込み、ウオーキングカルテをお渡しし、

専門職が健康づくりのアドバイスをします

活動量計って？？

活動量計

まずは、健康課窓口(保健

福祉センター１階)で申し込

み。申請書は市ホームページ

からダウンロードもできます

毎日のウオーキング

の取り組みや健診、が

ん検診を受診します

日々のウオーキングで生

活習慣病・認知症を予防し、

健幸な生活を永く続けてい

ただきます

問い合わせ　健康課保健係(保健福祉センター内)1内線７６２０５

健康
講演会

本市の名誉市民であり『おうま』、『うみ』などの童謡作詞家の林柳波の功績を永く

顕彰するため「わらべフェスタ　柳波まつり」に併せて｢柳波展｣を開催します。

柳波自筆の掛け軸や色紙などの展示品の公開を予定しています。日替わりイベント

も開催します。ぜひ、お出掛けください。

とき ４月29日(日)～30日(月)午前10時～午後４時

ところ 旧沼田貯蓄銀行(上之町１１５５-１)

日替わりイベント 下表のとおり

問い合わせ　社会教育課社会教育係1内線３３３３｢柳波展｣を開催します

駐車場 沼田公園グラウンド／沼田小学校西校庭／下之町駐車場

※沼田小学校は、午後５時に校門を施錠します。その後は、車を出せませんのでご注意ください。

また、当日は混雑が予想されます。お近くの人は、徒歩での来場にご協力をお願いします

問い合わせ 沼田商工会議所青年部事務局1○23１１３７へ

お花見添釜開催

とき

４月29日(日)午後２時

(おおむね１時間)

４月30日(月)午前11時

(おおむね１時間)

童謡唱歌　柳波の歌を

みんなで歌いましょう

講演　柳波を語る

須藤恵さん

(林柳波調査研究会)

金井竹徳さん

(林柳波調査研究会)

内容 講師

沼田公園の桜の季節に沼田

茶道会の協力で恒例のお茶会

を開催します。皆さんのお越

しをお待ちしています。

とき ４月14日(土)、15日(日)、

16日(月)午前10時～午後３

時

ところ 旧土岐邸洋館（沼田

公園内）

日程・流派 ４月14日(土)／

江戸千家弥生(えどせんけや

よい)、４月15日(日)／石州

流(せきしゅうりゅう)、４

月16日(月)／大日本茶道学

会(だいにほんさどうがっか

い)

参加費 無料

※旧土岐邸洋館の観覧料(大人

100円、小中学生40円)は参

加者負担

問い合わせ 文化財保護課(図

書館内)1 ７５６５へ

りゅう は てん

23

9



市役所 123－2111524－5179 白沢支所 153－2111553－2188 利根支所 156－2111556－367411

不妊治療費助成事業

福祉タクシー券交付事業

タクシー以外の交通機関を利用することが困難で、

在宅で重度の障がいがある人などに、年間30枚を上

限としてタクシー券(運賃の基本料金分)を交付しま

す。

◆対象 ①身体障害者手帳の交付を受けている人の

うち、視覚、肢体不自由の障害が１・２級、また

は内部障害１級②療育手帳の判定がＡ③精神障害

者保健福祉手帳の判定が１級④前年所得税非課税

世帯のうち、介護保険法に規定する要介護者・要

支援者、または総合事業該当者(総合事業について

は、高齢福祉課に確認してください)

※病院や施設に入院、または入所している人、自動

車税や軽自動車税の減免を受けている人は対象外

◆申し込み 印鑑と各種手帳などを持参し、社会福

祉課障害福祉係へ。総合事業該当者は、高齢福祉

課へ

◆問い合わせ 社会福祉課障害福祉係

(東原庁舎内)1内線７７２５２へ

チャイルドシート
購入費助成事業

市では、チャイルドシートの着用を促進し、交通

事故被害の予防と、次世代を担う乳幼児の健やかな

成長を支援するため、購入者に対し補助金を交付し

ます。

◆交付対象者 チャイルドシート購入の日、または

補助金交付申請の日に、１歳未満(０歳児)を養育

している人(申請日に沼田市に住民登録があり、市

税などを滞納していないこと)

※助成は、乳児１人につき１台分まで

◆補助金額 購入価格の２分の１

※1,000円未満切り捨てで、限度額は5,000円まで

◆申し込み 次の①から④を持参し、東原庁舎２階

生活課生活係、または各支所生活係へ

①領収書(交付対象者の氏名、購入日、購入品名、購

入店名が全て記載されたもの)

②チャイルドシートの品質保証書、または取扱説明

書(安全基準適合マークの分かるもの)

③印鑑

④補助金振込先の預金通帳(口座番号の控え)

◆問い合わせ 生活課生活係(東原庁舎内)1内線７

７３５２へ

区分

本体額

全部支給 42,290円

42,280円
～9,980円

9,990円

9,980円
～5,000円

5,990円

5,980円
～3,000円

51,450円

34,270円

14,580円

26,810円

14,580円

42,500円

42,490円
～10,030円

10,040円

10,030円
～5,020円

6,020円

6,010円
～3,010円

51,700円

34,430円

14,650円

26,940円

14,650円

一部支給

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

障害児福祉手当

特別障害者手当

経過的福祉手当

１級

２級

特別児童
扶養手当

第２子
加算額

第３子
以降
加算額

平成29年度
（月額）

平成30年度
（月額）

児
童
扶
養
手
当

問い合わせ

児童扶養手当
特別児童扶養手当

子ども課子育て支援係
(東原庁舎内)1内線７７２５７

障害児福祉手当
特別障害者手当
経過的福祉手当

社会福祉課障害福祉係
(東原庁舎内)1内線７７２５２

児童扶養手当など

の手当額が４月から変更されました

市では、不妊治療をされている夫婦の経済的負担

を軽減するために、不妊治療に要した医療費の一部

を助成しています。

◆助成を受けるための要件 ①法律上の婚姻関係に

ある夫婦で、市内に１年以上住所を有する人②市

税などの滞納をしていない医療保険加入者

◆助成対象となる不妊治療費 ①不妊治療費と不妊

治療に付随する検査費などの治療に要する費用②

医療保険適用外の不妊治療費も対象

◆助成内容 ①助成する額は、当該年度内の不妊治

療費の本人負担額の２分の１に相当する額(1,000

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

②県の特定不妊治療の助成と重複して市の助成を

受けることができます。その場合は、県の助成給

付額を除いた額の２分の１となります(上限額10万

円)③申請は１年度につき１回とし、通算５回を限

度とします

◆問い合わせ 健康課保健係(保健福

祉センター内)1内線７６２０５へ

10

予防接種費用の一部を助成します

高齢者の肺炎球菌・成人の風しん

問い合わせ　健康課予防係(保健福祉センター内)1内線７６２０６

種別

高齢者肺炎球菌
予防接種

66歳以上で定期予防接種対象以外の人で、過去に肺炎球
菌ワクチン(23価)を受けたことがない人
※定期予防接種対象の人(65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳の人)は５月に個人通知します

肺炎球菌ワクチン
3,000円

４月１日～
来年３月31日

原則、利根沼田
の医療機関MR麻しん風しん混合ワクチン

5,000円
風しんワクチン

3,000円

過去に助成を受けたことがない人
妊娠を予定している女性と夫(パートナー)
妊娠をしている女性の夫(パートナー)

風しん予防接種

対象者(接種日に沼田市民であり次に該当する人) 助成金額 実施時期 実施医療機関

申請方法 接種を希望する人は健康課に申請し、予診票を受け取ってから接種してください

その他 県外などで受ける場合は、事前に健康課予防係までご連絡ください

※肺炎球菌と風しんの２つのワクチンともに、生活保護世帯の人は全額助成します

各種健(検)診等のお知らせ

あなたが受けられる検診などが記入された｢各種検診受診シール｣と｢平成30年度検診等お知らせ｣を青色の封筒で５月

中に送付します。検診などを受ける際には｢受診シール｣が必要となります。忘れずにお持ちください。

今年度から、胃がん検診に、内視鏡検査が加わりました。該当される人は、ぜひ、受診してください。詳しいことは、

郵送される通知で確認してください。

※今年度から、特定健診・後期高齢者健診・沼田市健診も同封されていますので、ご注意ください

平成30年度受診シール対象検診等一覧表

※インフルエンザ予防接種以外の対象年齢は、平成31年３月31日現在の年齢です

検診名・内容

肺がん検診
問診／胸部エックス線／
喀たん検査

40歳から64歳までの人
65歳以上で結核検診を受けてない人

胸部エックス線
無料

喀たん検査のみ
500円

集団検診

６月～10月
※公民館や保健福祉センターなど、主
に特定健診と同時会場で実施します。
実施会場にご注意ください

結核検診
胸部エックス線

65歳以上の人 無料 集団検診
６月、７月
※地区集会所などで実施します

インフルエンザ予防接種 接種日当日65歳以上の人 1,200円 個別接種 10月～12月

胃がん検診
【バリウム検査】
問診／胃部エックス線

40歳以上の人（昭和54年４月１日以前に生ま
れた人）
※年度内に80歳以上になる人は申し込みが
必要です

800円

2,000円

集団検診 ８月

個別検診

個別検診

９月～11月

新規
胃がん検診
【内視鏡検査】
問診／胃内視鏡検査

50歳以上で偶数年齢(昭和44年４月１日以前
に生まれた人)

500円

集団検診

６月～来年２月

個別検診

６月、７月

６月～10月

子宮頸がん検診
問診／視診／頸部細胞診／
内診

20歳以上で偶数年齢の人
（平成11年４月１日以前に生まれた女性）

1,000円
集団検診

６月、７月
※乳がんについては、保健福祉センター
会場は申し込みが必要です

乳がん検診
問診／視触診／マンモグ
ラフィ(乳房エックス線)

40歳以上で偶数年齢の人
（昭和54年４月１日以前に生まれた女性）

600円
大腸がん検診
問診／便潜血検査

40歳以上の人
（昭和54年４月１日以前に生まれた人）

50歳以上の人
（昭和44年４月１日以前に生まれた男性）

1,000円
前立腺がん検診
問診／血液検査

肝炎ウイルス検診 40歳以上の未受診者 無料

歯周病検診 年度内に40歳、50歳、60歳、70歳に達する人 500円

個別検診
集団検診
個別検診
集団検診
個別検診
集団検診
個別検診
個別検診

６月～10月
８月
６月～10月
６月～10月(特定健診などと併せて実施)
６月～10月
６月～10月(特定健診などと併せて実施)
６月～10月
６月～10月

対象者 負担金 種別 検診実施期間など

問い合わせ　健康課予防係(保健福祉センター内健福祉センター内健福祉センター内))牲牲牲内線７６２０７内線７６２０７内線７６２０７

高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種対象外の人に、接種費用の助成を行います。また、妊婦への感染予防と先天性風す。また、妊婦への感染予防と先天性風す。また、妊婦への感染予防と先天性風

しん症候群の発症を予防するため、風しん予防接種の助成も継続して行います。
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市
で
は
、
住
宅
耐
震
化
促
進
の

た
め
木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
事

業
お
よ
び
木
造
住
宅
耐
震
改
修
補
助

事
業
を
実
施
し
ま
す
。

耐
震
診
断
者
を
派
遣
し
、
耐
震
診

断
を
行
い
、
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

対
象
住
宅

昭
和
56
年
５
月
31
日
以

前
に
着
工
し
た
一
戸
建
て
、
ま

た
は
併
用
（
２
分
の
１
以
上
が
住

宅
）
で
在
来
軸
組
工
法
で
建
築
し

た
平
屋
・
２
階
建
て
住
宅

対
象
者

対
象
住
宅
の
所
有
者
か
つ

居
住
者
で
市
税
の
滞
納
が
な
い
人

募
集
戸
数

10
戸

費
用

無
料

※
耐
震
診
断
者
の
交
通
費
千
円
負
担

申
し
込
み

４
月
16
日（
月
）か
ら
建

築
住
宅
課
建
築
指
導
係
へ

■
耐
震
改
修
工
事

耐
震
診
断
の
結
果
、
倒
壊
の
恐
れ

が
あ
る
住
宅
の
耐
震
改
修
を
す
る
場

合
の
経
費
の
一
部
を
、
予
算
の
範
囲

内
で
補
助
し
ま
す
。

対
象
住
宅

次
の
①
か
ら
④
全
て
に

該
当
す
る
住
宅
。
①
昭
和
56
年
５

月
31
日
以
前
に
着
工
し
た
一
戸
建

て
、
ま
た
は
併
用
（
２
分
の
１
以

上
が
住
宅
）
で
建
築
基
準
法
そ
の

他
の
関
係
法
令
に
違
反
し
て
い
な

い
②
在
来
軸
組
工
法
で
建
築
し
た

平
屋
・
２
階
建
て
③
個
人
が
所
有

し
、
か
つ
居
住
の
用
に
供
し
て
い

る(

貸
家
を
除
く)

④
耐
震
診
断
の

結
果
、
倒
壊
す
る
可
能
性
が
あ
る
、

ま
た
は
高
い
と
診
断
さ
れ
た

対
象
者

次
の
①
か
ら
④
全
て
に
該

当
す
る
人
。
①
対
象
住
宅
の
居
住

者
（
耐
震
改
修
後
居
住
す
る
人
も

可
）
②
世
帯
全
員
に
市
税
な
ど
の

滞
納
が
な
い
③
世
帯
員
の
中
に
前

年
の
所
得
が
６
０
０
万
円
を
超
え

る
人
が
い
な
い
④
世
帯
員
に
暴
力

団
員
に
該
当
す
る
人
が
い
な
い

募
集
戸
数

２
戸

対
象
経
費

耐
震
改
修
設
計
費
、
耐

震
改
修
工
事
費
、
工
事
監
理
費

補
助
額

１
０
０
万
円
を
限
度
に
補

助
対
象
経
費
の
３
分
の
１
以
内

申
し
込
み

４
月
16
日（
月
）か
ら
11

月
30
日(

金)

ま
で
に
建
築
住
宅
課

建
築
指
導
係
へ

■
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
等
設
置
工
事

耐
震
診
断
の
結
果
、
倒
壊
の
お
そ

れ
が
あ
る
住
宅
に
居
住
す
る
高
齢
者

や
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
の
生
命
を

守
る
た
め
の
空
間
を
確
保
で
き
る
装

置
を
居
室
、
ま
た
は
居
室
の
一
部
に

設
置
す
る
場
合
の
経
費
の
一
部
を
、

予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し
ま
す
。

対
象
機
種

群
馬
県
知
事
が
認
め
た

も
の(

一
覧
表
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載)

対
象
住
宅

耐
震
改
修
工
事
の
対
象

住
宅
①
か
ら
④
に
加
え
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

▽
申
請
年
度
末
日
に
お
い
て
65
歳
以

上
の
人
の
み
居
住

▽
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
、
群
馬
県
知
事
発

行
の
療
育
手
帳
の
い
ず
れ
か
を
所

持
し
て
い
る
人
が
同
居

対
象
者

耐
震
改
修
工
事
の
対
象
者

と
同
じ

募
集
戸
数

３
戸

対
象
経
費

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
等
購

入
費
、
運
搬
費
、
設
置
工
事
費

補
助
額

30
万
円
を
限
度
に
補
助
対

象
経
費
の
２
分
の
１
以
内

申
し
込
み

４
月
16
日(

月)

か
ら
11

月
30
日(

金)

ま
で
に
建
築
住
宅
課

建
築
指
導
係
へ

空
き
家
を
自
主
的
に
解
体
す
る
場

合
の
解
体
費
用
の
一
部
を
、
予
算
の

範
囲
内
で
補
助
し
ま
す
。

対
象
住
宅

１
年
以
上
居
住
そ
の
他

の
利
用
実
績
が
な
い
個
人
所
有
の

１
戸
建
て
、
ま
た
は
併
用(

２
分

の
１
以
上
が
住
宅)

で
抵
当
権
が

設
定
さ
れ
て
い
な
い
住
宅

対
象
者

次
の
①
か
ら
③
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
市
税
滞
納
が
な
い
人
。

①
空
き
家
の
所
有
者
②
所
有
者
の

相
続
人
③
所
有
者
、
ま
た
は
相
続

人
か
ら
同
意
を
得
た
人

対
象
工
事

建
設
業
法
の
許
可
、
ま

た
は
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
21
条

第
１
項
の
登
録
を
受
け
た
事
業
者

が
請
け
負
う
、
空
き
家
の
全
部
を

解
体
す
る
工
事
で
、
着
手
し
て
い

な
い
も
の

補
助
額

20
万
円
を
限
度
に
補
助
対

象
経
費
の
３
分
の
１
以
内

※
空
き
家
の
建
築
日
が
、
昭
和
56
年

５
月
31
日
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
が

証
明
で
き
る
場
合
、
10
万
円
加
算

申
し
込
み

４
月
16
日(

月)

か
ら
建

築
住
宅
課
建
築
指
導
係
へ

13 12

木
造
住
宅
の
耐
震
関
連
事
業

問
い
合
わ
せ
　
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
係
1

内
線
４
２
１
７

木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
事
業

木
造
住
宅
耐
震
改
修
補
助
事
業

空
き
家
解
体
補
助
事
業

問
い
合
わ
せ
　
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
係
1

内
線
４
２
１
７

産業振興課からのお知らせ

市では、幅広い雇用の拡大につなげるため、国が実施す

る試行雇用奨励金制度を活用して、原則３カ月間試行的に

雇用する市内中小企業者に奨励金を交付します。

対象者

▽若年者など(45歳未満の人)

▽中高年齢者(45歳以上65歳未満の人)

▽障がいのある人

※いずれも市内在住で、国が実施する試行雇用奨励金制度

により、試行的に雇用された人

奨励額 １人につき、月額１万2,500円(最大３カ月間)

申し込み 所定の申請書に必要書類を添付し、国の支給決

定通知書を受けた日から30日以内に、産業振興課商工

振興係へ

■トライアル雇用支援奨励金制度

市では、障害者雇用を促進するため、国が実施する特定就職困難者雇用開発助成金制度を活用して、障がいのある人

を雇用した市内中小企業者に奨励金を交付します。

交付内容 下表のとおり

申し込み 所定の申請書に必要書類を添付し、国の支給決定通知書を受けた日から30日以内に、産業振興課商工振興係へ

■特定求職者雇用企業奨励金制度

※対象労働者は、いずれも雇い入れ日現在の満年齢が65歳未満であり、市内に在住する人に限ります

※交付金額は６カ月ごとに交付されます。( )内は短時間労働者に対する交付金額です

※短時間労働者とは、１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます

対象労働者

障害者雇用促進法第２条第２号、または４号に規定する身
体障害者、知的障害者

18万円
(９万円)

1年
第１期９万円(4.5万円)
第２期９万円(4.5万円)

36万円
(18万円)

１年６カ月
第１期12万円(６万円)
第２期12万円(６万円)
第３期12万円(６万円)

障害者雇用促進法第２条第３号に規定する重度身体障害者

障害者雇用促進法第２条第５号に規定する重度知的障害者

障害者雇用促進法第２条第６号に規定する精神障害者

交付金額 交付期間 交付対象期ごとの交付金額

住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金
自宅に補助対象となるシステムを設置する人に対し、設置費用の一部を補助します。

補助対象 太陽光発電システム(10kw未満が対象)／太陽

熱利用システム／家庭用燃料電池システム(エネファ

ーム)／定置用リチウムイオン蓄電池システム／エネ

ルギー管理システム(ＨＥＭＳ)／地中熱利用システ

ム／木質ペレットストーブ(まきストーブは対象外)

対象者 次の①から④の要件を全て満たす人。①自ら居

住する市内の住宅にシステムを新設、またはシステム

付き住宅を購入する人②来年３月20日までに設置を完

了し、実績報告書の提出ができる人③過去に同一シス

テムで市の補助金を受けていない人④世帯全員に市税

などの滞納がない人

申し込み 設置工事着工前、またはシステム付き住宅購

入前に環境課エネルギー対策室へ

※複数の対象システムの同時申し込みが可能です

問い合わせ 環境課エネルギー対策室(東原庁舎内)1内

線７７３７５へ

20歳以上の人は、学生でも国民年金に加入し

なければなりません。学生は一般的に所得が少

ないため、本人所得が一定額以下の場合、納付

が猶予される学生納付特例制度があります。

対象 大学や大学院生、短期大学、高等学校、

高等専門学校などの各種学校に在学する学生

承認期間 ４月から翌年３月まで

手続きに必要なもの 年金手帳／印鑑／在学期

間が分かる学生証のコピー、または在学証明

書の原本

※個人番号(マイナンバー)での申請も可能とな

りました。詳しくは、お問い合わせください

問い合わせ 市民課国保年金係1内線３１３７、

渋川年金事務所国民年金課1０２７９　１６

０７へ

国民年金の学生納付特例制度

住宅関連事業は、必ず工事着手前に申し込んでください

詳しいことは、市ホームページで確認してください
問い合わせ　産業振興課商工振興係牲内線３２５５

企業向け

 奨励金制度を

 　ご利用ください
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昨年４月、保健福祉センター内に妊娠・出産・子育てのワンス

トップ相談窓口として｢子育て世代包括支援センター(通称：ぽか

ぽか)｣を開設しました。

母子保健コーディネーターと子育てコンシェルジュが、妊娠期

から子育て期までのさまざまな相談に応じます。

どうぞお気軽にご相談ください。

ところ 保健福祉センター１階(子育て世代包括支援センター)

対象 妊婦・乳幼児を持つ保護者

問い合わせ　子育て世代包括支援センター1内線７６２０４

問い合わせ　子ども課保育係(東原庁舎内)1内線７７２５８

沼田市子育て世代包括支援センター

(通称：ぽかぽか)へご相談ください

注意事項

①利用できる期間は１回の利用で７日以内です

②児童の症状や先に受け入れた児童の状況によっ

ては、定員の範囲内であってもお断りする場合

があります

③受け入れ児童の体調が悪化し、病児保育で対応

できる範囲を超えた場合は、すみやかにお迎え

をお願いします

利用手続き

①利用には事前登録が必要です。｢病児保育事業利

用登録申請書｣を子ども課窓口に提出してくださ

い。登録した人には、登録カードを交付します

※在勤の人は、就労証明書も必要です

②電話( ８１３３)、またはＷＥＢ(http://www.to

nehoken.or.jp/kurumi/) で事前予約をしてください

③利用の前にかかりつけ医を受診し、診察情報提

供書を記入してもらってください

④利用に当たっては、登録カード・病児保育事業

利用申請書・診療情報提供書・保険証のコピー

・母子手帳・着替えなどが必要です

対象児童

次の①～④の全てに該当する児童

①沼田市に在住、または在勤す

る保護者の児童

②生後６カ月から小学校６年生

までの児童

③病気などにより集団保育がで

きないが、医師が病児保育の

利用が可能と判断した児童

④就労などの理由により、家庭

における保育が困難な児童

市では、今年４月から病児保育事業を開始します。

お子さんの急な病気やけがなどで、保育園や幼稚園、学校に通えずお困りのことはありませんか？お仕事を休めない

場合など、ご家族に代わって専任の保育士と看護師がお預かりするのが病児保育です。

利用時間・定員

月曜日～金曜日

午前８時～午後５時30分

土曜日

午前８時～午後１時

定員

４人

利用料金

沼田市在住の人

１日2,000円

市外在住で沼田市に在勤し

ている人

１日3,000円

※給食の提供を希望する場合、

別途500円がかかります

今年４月から

病児保育がスタートします

働く人などの

子育てをサポート

高齢運転者による交通事故の減少を図るため、全ての運転免許証を返納する満65歳以上の市民を対象に、運転免許証自

主返納支援事業を開始します。運転に不安を感じている人は、ぜひ、ご検討ください。

とき ４月２日(月)から(土・日曜日、祝日を除く)

ところ 沼田交通安全協会(群馬県総合交通センターでの返納は対象となりません)

支援内容 ①運転経歴証明書発行手数料の全額補助／②バスカード(尾瀬カード)２枚(8,700円分)給付

※支援は、事業開始後、沼田交通安全協会の窓口にて自主返納され、その時に支援を希望する人が対象です。①について

は運転経歴証明書の発行を希望する人のみ対象となります。②については後日、郵送します

問い合わせ　生活課生活係(東原庁舎内)

1内線７７３５２高齢者の運転免許証自主返納支援事業
事故につながる　その前に

交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付け、相手の立場に立った｢優しさ｣と｢思いやり｣のある運転や行動

を取りましょう。運転者は、特に子どもや高齢者を見かけたときは、急な飛び出しや不用意な横断など危険な行動を取る

人に注意し、子どもや高齢者の安全を守る運転をしましょう。交通ルールを守り、交

通事故のない明るい社会づくりに努めましょう。

運動期間 ４月６日(金)～15日(日)

交通事故死ゼロを目指す日 ４月10日(火)

運動重点項目 ①子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止／

②自転車の安全利用の推進／③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正

しい着用の徹底／④飲酒運転の根絶

問い合わせ　生活課生活係(東原庁舎内)

1内線７７３５２春の全国交通安全運動
暗くても光るタスキが身を守る　譲り合い心のゆとりで安全運転

市では、新婚世帯の住居費用などを助成し、新生活を経済的に支援します。

主な要件 ①今年１月１日以降に婚姻届を提出し、婚姻時の年齢が夫婦ともに34歳以

下②夫婦の平成29年(４・５月の申請は平成28年)中の所得の合計額が340万円未満

③申請と交付の日に住民票の住所が対象となる住宅(市内に限る)の住所となってい

ること④他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと⑤市税の滞納がない

こと

補助額 上限30万円

対象経費 新婚世帯が市内で、住宅を取得、賃借するための費用と引っ越し費用

問い合わせ　子ども課子育て支援係(東原庁舎内)

1内線７７２５７結婚新生活支援補助金
新婚世帯の新生活を応援

結婚新生活に

最大30万を補助

市では、市内に住む生活に困っている家庭の児童や生徒を対象に、週１～２回(２時間程度)の無料の学習支援を行いま

す。勉強ができる環境を提供し、勉強の習慣付けや学力の向上を図るとともに社会的自立に向けた体験なども行います。

ところ 沼須町(具体的な場所は申し込み時にお知らせします)  

内容 学校の勉強を中心に行います

対象 次の①から③の世帯に属する小・中学生①就学援助(要保護・準要保護)世帯、

②児童扶養手当受給世帯、③市が認めた世帯　

その他 会場までの送迎をお願いします

申し込み 事前に電話、または直接社会福祉課保護係へ

問い合わせ　社会福祉課保護係(東原庁舎内)

1内線７７２４９沼田市子どもの学習支援事業
安心して勉強ができる環境を
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沼田市国際交流協会では、３歳から７歳までの子

どもを年齢に合わせ３クラスに分け、ロス先生によ

る楽しく英語に親しむキッズイングリッシュを開催

します。

開催日 ８月を除く、５月

22日から来年２月５日ま

での原則、毎週火曜日

※各クラス９回。クラスご

とに日にちを指定します

時間 午後４時10分～４時50分まで

※３・４歳は、午後４時40分まで

ところ 株式会社グリフエデュケーション

定員 各クラス20人(先着順)

参加費 国際交流協会員4,100円、一般5,200円　

申し込み ４月24日(火)午前９時から正午までに、

参加費を添えて、中央公民館２階第一会議室へ

問い合わせ 国際交流協会事務局(企画課内)1内線

３２２３へ

国際交流協会

キッズイングリッシュ

参加者

募集

利根沼田地区でのコンクールです。本市からは１

組以上の親子が出場できます。本市の代表として出

場いただく親子を募集します。

とき ５月25日(金)

ところ 利根沼田保健福祉事務所

対象 昨年度中に３歳児健

康診査を受診した幼児と

その親

要件 ３歳児健康診査で子

どものむし歯がなく、口

腔状態が良好であるこ

と。親の口腔状態も良好

であること

※コンクールでは親の口腔診査もあります

申し込み ４月20日(金)までに電話、または直接健

康課保健係へ

問い合わせ 健康課保健係(保健福祉センター内)1

内線７６２０４へ

親と子の

よい歯のコンクール

参加者

募集

沼田まつり実行委員会では、８月３・４・５日に

開催される「沼田まつり」のポスターデザインを募集

します。

申し込み 応募用紙に作品とデータを保存した記録

媒体を添え、５月７日(月)までに郵送(必着)、ま

たは持参で産業振興課商工振興係（〒378-8501沼

田市西倉内町780）、または沼田商工会議所(〒378

-0042沼田市西倉内町669-1)へ

賞 採用作品(１点)に賞金20万円、佳作(２点)に賞

金５万円

結果発表 受賞者には直接通知します

※詳細は市ホームページをご覧く

ださい(http://www.city.gunma.

jp/kanko/numatamaturi/posterd

esigncontest.html）

問い合わせ 産業振興課商工振興

係1内線３２５５、沼田商工会議所1○23１１３７

へ

沼田まつり

ポスターデザイン

作品

募集

子どもたちのことを考えるための教育講演会のほ

か、頑張っている先生の取り組みを紹介する教育研

究論文の表彰、ボランティアで貢献してくださって

いる地域の皆さんの表彰を行います。

当日は市内の幼稚園・小中学校の教職員約400人

が参加します。一緒に教育について考えてみません

か。市民の皆さんの参加をお待ちしています。

とき ４月24日(火)午後１時～３時35分(午後０時30

分受け付け開始)

ところ 利根沼田文化会館大ホール館

参加費 無料(当日自由参加)

問い合わせ 学校教育課学校教育係1内線３３２３

へ

｢沼田市・先生の日｣

幼小中学校教職員全体研修会

参加者

募集

■教育講演会

時間　午後２時から３時30分

講師　比田井和孝さん(上田情報ビジネス専門学校

副校長)

ウオーキングと比べ、２本のポールを使うため、全

身の筋肉をたくさん刺激し、血液循環を活発にします。

また、安定して転びにくく、姿勢を良くして歩幅を広

げるなど、｢歩きの質｣を高めるウオーキング運動です。

ポールの貸し出しがあり、興味のある人、正しい方

法を学びたい人におすすめの教室です。

とき ５月９日から30日ま

での毎週水曜日(全４回)

※時間は全て午前９時30分

～11時30分

ところ 沼田公園

講師 永瀬正明さん(全日本

ノルディック・ウォーク連盟群馬県講師)

対象 60歳以上の人

定員 20人(新規の人優先)

申し込み ４月25日(水)までに電話、または直接高齢

福祉課介護予防係へ

問い合わせ 高齢福祉課介護予防係(東原庁舎内)1内

線７７２７２へ

沼田ノルディック・

ウオーク春教室

受講生

募集

自然豊かなロケーション抜群の利根沼田望郷ライン

を、自転車で駆け抜けてみませんか。

とき ８月26日(日)

コース ①ロングライド110km②ミドル78km③ショー

ト40km④エンジョイ18km

※いずれも昭和村総合運動公園が発着点

参加資格 小学生以上の健康で各コースを指定時間内

に完走できる人(小中学生は成人の伴走、18歳未満

の人は保護者の同意が必要です)／視覚障がいのあ

る人で、タンデム自転車での参加を希望する人

定員 1,000人(先着順)

参加費 一般は6,000円(ロングライド・

ミドル)または5,000円(ショート・エ

ンジョイ)／小中学生3,000円(全コース)

申込期間 ４月９日(月)～６月11日(月)

申込方法 インターネット、または郵便(現金書留)

申し込み・問い合わせ 望郷ライン・センチュリーラ

イド実行委員会(利根沼田行政県税事務所内)1 ４

３３８へ

望郷ライン

センチュリーライド2018

参加者

募集

血圧が高くても元気だからと放っておくと、血管が

傷んでしまいます。高血圧は血管を傷め動脈硬化を促

進する要因になり、脳卒中や心疾患のリスクを高めま

す。生活を変えて高血圧を予防しましょう。

開催内容 下表のとおり

ところ 保健福祉センター

講師 保健師、栄養士(市職員)

対象 血圧が高めの人

定員 20人(先着順)

費用 無料

申し込み ４月５日(木)から23日(月)までに電話、ま

たは直接健康課保健係へ

問い合わせ 健康課保健係(保健福祉センター内)1内

線７６２０４へ

血管リフレッシュ

教室

受講生

募集

ＪＡ利根沼田では、市と赤城西麓土地改良区と共催

し、地元農産物での食育イベントを開催します。

開催内容 下表のとおり

ところ 利根町多那地区(現地集合)

対象 小学生を含む親子で全３回に参加できる人

参加費 大人1,000円、子ども500円(全３回分)

定員 20組(超えた場合は抽選)

申し込み ４月18日(水)までにＪＡ利根沼田本店組合

員課へ電話(1 ６６３３)、ファクス( ６６６６)、

Ｅメール(kumiaiin@jatone.or.jp)、ホームページ

(http://www.jatone.or.jp)から申し込み

※当選者には４月25日(水)までに参加案内を送付

問い合わせ ＪＡ利根沼田本店組合員課1 ６６３３、

観光交流課シティセールス推進室1内線３２４８へ

親子

農業体験

～自然を感じながら

種まき＆収穫体験～

参加者

募集

日程

５月７日(月)９時30分(９時受け付け)

６月８日(金)９時30分(９時受け付け)

６月28日(木)９時30分(９時受け付け)

９月28日(金)10時(９時30分受け付け)

高血圧予防の話・調理実習

歯周病予防・運動講習

健康講話・運動講習

まとめ・調理実習

内容

とき

①５月12日(土)

②８月18日(土)

③10月20日(土)

トウモロコシとニンジンの種まき、じゃがい
もの植え付け、ほうれん草の収穫

トウモロコシ・ニンジン・じゃがいもの収穫、
大根の種まき、マスのつかみ取り

大根とミニ白菜の収穫

内容

こう

くう

こうくう

こうくう
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※受講料の欄に★印が付いている教室の大人の保険料については、希望者が４人以上集まれば低額の短期保険(800円)を選択することができます

参加者
募集

｢テラス沼田｣工事現場見学会
問い合わせ　テラス沼田整備課1内線３２５６

テラス沼田は、2019年の供用開始に向け、本年12月までの工期で改修工

事を進めており、これまでに既存の内装解体や吹き抜けを設けるための床

の撤去を行い、現在、壁や床の補強、内装工事などを行っています。

とき ４月26日(木)・28日(土)の各日午前11時～正午

ところ テラス沼田(下之町888番地)

定員 各日30人(先着順)

申し込み ４月９日(月)から23日(月)までに、氏名、年齢、住所、連絡先

をファクス(○24５１７９)、Ｅメール(gn-terrace@city.numata.gunma.j

p)、または直接テラス沼田整備課へ

※窓口での受け付けは、土・日曜日を除く、午前９時から午後５時まで

受講生
募集

勤労青少年体育センター
スポーツ教室

申し込み・問い合わせ　勤労青少年ホーム1○24０１３５

対象 市内在住の人

受講料 無料

申込期間 土・日曜日を除く、４月９日(月)から20日(金)までの

午前９時から午後８時までに、本人が直接勤労青少年ホームへ

※火曜日の教室のみ、４月10日(火)から受け付け開始

団員
募集

スポーツ
少年団

スポーツ少年団は、スポーツを通じ

て青少年の心と体を育てるとともに、

地域社会の中で活発に活動することを

目的に組織されています。

入団を希望する人は、各団体の連絡

責任者へお問い合わせください。

■登録を希望する団体について

登録を希望する団体は、７月31日

(火)までに、日本スポーツ少年団登

録システム(https://jjsa-enntry.jp/)

を通じて、申し込んでください。

■登録料 団員１人500円、指導者１

人1,100円

受講生
募集

前期スポーツ教室
問い合わせ　ＮＰＯ法人沼田市体育協会

(中央公民館内)1○24９４４４

初心者でも安心して受講できるスポーツ教室を開催します。同じスポーツ

を愛好する仲間をつくり、心と体をリフレッシュしてみませんか。

申し込み いずれの教室も、受講料と保険料を添えて、４月２日(月)から

各教室の申込期限までに、ＮＰＯ法人沼田市体育協会(中央公民館内)、

または白沢・利根公民館へ

曜日 教室名 実施期間 時間 ところ 講師 定員
受講料

(保険料を含む)
申込期限

火・金
弓道教室
(小学５年生以上)

４月24日～５月25日
(全10回)

午後７時30分～９時 白沢弓道場
和南城清吉さん
藤井宏一さん

50人
★1,850円

(65才以上1,200円)
(中学生以下800円)

４月20日(金)

水

合気柔術教室
(小学生以上)

５月９日～７月11日
(全10回)

午後７時30分～９時
沼小講堂記念

体育館

太田育男さん
小野信夫さん

50人
★1,850円

(65才以上1,200円)
(中学生以下800円)

５月７日(月)

フェンシング教室
(小学１年生～中学生)

５月16日～10月３日
(全20回)

午後７時～８時30分
沼田東小学校

体育館

吉澤博通さん
杉田照明さん

50人 800円 ５月14日(月)

木 屋外テニス教室(前期）
５月17日～７月19日
(全10回)

午前10時～11時30分
沼田公園

テニスコート

木場義文さん
千葉征明さん

50人
★1,850円

(65才以上1,200円)
５月15日(火)

金
民踊教室～全国の盆踊り
を覚えよう～

４月27日～７月20日
(全10回)

午後１時30分～３時

30分
中央公民館

深津太一さん
古見豊子さん

50人
2,850円

(65才以上2,200円)
４月25日(水)

土

柔道教室
(小学生以上)

４月21日～９月29日
(全20回)

午後7時～9時
沼小講堂記念

体育館

中島務さん
長濱克巳さん

50人
1,850円

(65才以上1,200円)
(中学生以下800円)

４月19日(木)

太極拳教室
４月21日～９月１日
(全20回)

午後１時30分～３時 中央公民館
津久井富子さん
羽鳥知容さん

25人
2,850円

(65才以上2,200円)
(中学生以下1,800円)

４月19日(木)

バレ－ボ－ル教室
(小学生)

５月５日～９月22日
(全20回)

偶数月：午前10時～
11時30分　奇数月：
午後１時30分～３時

薄根小学校

体育館

木村敬史さん
中島秀明さん

50人 800円 ５月１日(火)

日
サッカ－教室
(小学生)

４月22日～６月24日
(全10回)

午前８時～９時
沼田小学校

校庭

堤祐紀さん
永井好二さん

50人 800円 ４月19日(木)

－
ゲートボール教室（前期）
(小学４年生以上親族同伴)

７月28日～８月21日
(全10回)

午前９時～正午
十王公園

グラウンド

青木實さん
田村久夫さん

40人
★1,850円

(65才以上1,200円)
(中学生以下800円)

７月26日(木)

問い合わせ　スポーツ振興課スポーツ

振興係(中央公民館内)1○24 ９４４４

曜日 教室名

ダンベル体操とリズムダンス

ソフトエアロビック(ピッチアップ版)

スローエアロビック

卓球

テニス

中国式健康体操

ダンベル体操とリズムダンス

ソフトエアロビック(ピッチアップ版)

スローエアロビック

卓球

テニス

中国式健康体操

５月14日午前10時

５月15日午前10時

５月15日午後１時30分

５月17日午前10時

５月18日午前10時

７回

５回

５回

７回

７回

７回

塩野明美さん

うすねニュースポーツクラブ

金子浩美さん

うすねニュースポーツクラブ

横坂留美さん

本多加代子さん

東宮邦夫さん

阿部昌一さん

70人

35人

(65歳まで)

25人

(60歳以上)

30人

20人

20人

開講日時 回数 講師 定員

月

火

木

金

種目 単位団体

利南東イーグルス

沼田ジュニアブレーブス

沼田イーストジュニア

沼田北小リトル

沼田川小フェニックス

薄根リトルライオンズ

池田少年野球

ＮＢＡ

白沢ベアーズ

利根少年野球

沼田北ミニバス

利南東ミニバス

アンテロープ沼田(男子)

沼田シリウス

ウイング

沼田剣桜会少年剣道クラブ

白沢少年少女剣道教室

薄根柔道

沼田柔道

沼田中央柔道教室

沼田利南柔道

利根柔道クラブ

薄根卓球

沼田サッカークラブ

薄根サッカークラブ

ＴＮサッカー

ＦＣ利根

沼田スキー

空手道沼田東

空手道沼田南

沼田バレーボールトレーニ
ングセンター

利根ラビット

多那チェリーズ

白沢ジュニア弓道クラブ

ＵＮＳエアロビック

大木　昭彦

布施　弘貴

高山　哲哉

小林　　豊

小寺　宏之

板倉　利夫

角田　昭彦

小寺　宏之

中島　裕也

井上　浩一

豊野　晶一

中澤　昌樹

生方　純也

木村　和子

小林　　正

田原　　泰

角田　好夫

内田　滋実

中島　　務

星野　賢次

生方　基之

藤井佐代子

樋口　元二

堤　　祐紀

助川　良行

茂木　　修

河内　　徹

平井　克明

生方　研二

大平　孝雄

中島　秀明

毒島　詩子

郷原しのぶ

藤井　宏一

須田　浩子

090-8816-2570

090-3042-2304

090-4593-8831

○23０５６０
○24２７６４
090-7254-0498

○23９０６３
080-3564-8160

090-7248-5056

090-4459-3883

090-1058-0725

090-1819-3936

○22３８５４
090-6796-1629

○24０８０８
○24４９２６
○53２８１８
○24４３８２
○22５２００
090-3471-5336

○23４２２１
○56３３２２
○24０５４９
080-1234-0066

090-4743-9826

090-3099-0747

○56４３３８
080-3465-4646

○22５６３９
○24２５０２

○30５２３０

090-3692-0212

080-5412-7107

○53２３７６

○23６８８１

利南東小学校校庭、沼田東中学校校庭

沼田小学校校庭、升形小学校校庭

沼田東小学校校庭

沼田北小学校校庭

川田小学校校庭、川田運動広場

薄根小学校校庭

池田小学校校庭

川田小学校校庭、川田運動広場

白沢農民広場

平川運動広場、利根中学校校庭

沼田北小学校体育館

利南東小学校体育館、沼田東小学校体育館

沼田東小学校体育館、升形小学校体育館

川田小学校体育館、昭和南小学校体育館

沼田小学校体育館、升形小学校体育館

沼田剣桜会道場(戸鹿野町)

白沢中学校武道館

薄根中学校柔道場

沼小講堂記念体育館

沼田中学校柔道場

沼田東中学校柔剣道場

利根柔剣道場

薄根小学校屋内運動場

沼田小学校校庭

薄根小学校校庭

沼田小学校校庭

園原球技場

苗場スキー場

沼田南中学校武道場、沼田武道場

沼田南中学校武道場、沼田武道場

薄根小学校体育館

利根健康増進施設

利根農業者トレーニングセンター

白沢弓道場

薄根小学校体育館

連絡責任者 電話番号 主な練習場所

軟式野球

ミニバス

剣道

柔道

卓球

サッカー

スキー

空手

バレー
ボール

弓道

エアロ
ビクス



■
県
内
医
療
機
関
で
の
受
診

県
内
で
受
診
し
た
と
き
は
、
健
康

保
険
の
保
険
証
と
一
緒
に
福
祉
医
療

費
受
給
者
証
を
窓
口
に
提
示
す
る
と
、

保
険
適
用
の
診
療
で
あ
れ
ば
、
保
険

診
療
分
の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
を

市
が
負
担
す
る
こ
と
か
ら
窓
口
負
担

が
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、医
療
費
が
高
額
の
場
合
、

限
度
額
適
用
認
定
証
が
な
い
と
、
い

っ
た
ん
窓
口
負
担
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。
入
院
な
ど
で
高
額
な
医

療
費
が
発
生
す
る
と
き
は
、
加
入
し

て
い
る
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用
認

定
証
を
必
ず
取
得
し
て
か
ら
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

■
県
外
医
療
機
関
で
の
受
診
な
ど

県
外
で
の
受
診
や
治
療
用
装
具
を

作
っ
た
場
合
は
、
保
険
証
を
窓
口
に

提
示
し
て
負
担
金
を
立
て
替
え
払
い

し
、領
収
書
を
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

後
日
、
市
へ
手
続
き
す
る
こ
と
に
よ

り
、
自
己
負
担
し
た
医
療
費
を
翌
月

以
降
に
支
給
し
ま
す
。

■
利
用
さ
れ
て
い
る
人
へ
お
願
い

次
の
と
き
に
は
、
忘
れ
ず
に
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
健
康
保
険
の
変
更

▽
障
害
の
認
定
や
等
級
の
変
更
　

▽
同
居
や
婚
姻
し
た
と
き(

ひ
と
り

親
家
庭
の
場
合)

■
＃
８
０
０
０
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

県
で
は
、
夜
間
や
休
日
に
お
け
る

子
ど
も
の
病
気
へ
の
対
処
方
法
や
応

急
処
置
な
ど
を
電
話
で
相
談
で
き
る

「
群
馬
こ
ど
も
救
急
相
談
」を
実
施
し

て
い
ま
す
。

子
ど
も
の
急
な
発
熱
、
嘔
吐
、
腹

痛
な
ど
で
医
療
機
関
を
受
診
す
べ
き

か
迷
っ
た
と
き
な
ど
、
気
軽
に
お
電

話
く
だ
さ
い
。
経
験
豊
富
な
看
護
師

な
ど
が
対
応
し
ま
す
。

※
医
療
行
為
と
な
る
診
断
や
治
療
を

行
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

電
話
番
号

＃
８
０
０
０

※
携
帯
電
話
か
ら
も
利
用
で
き
ま
す

20市役所 123－2111524－5179 白沢支所 153－2111553－2188 利根支所 156－2111556－367421

生
後
91
日
以
上
の
犬
の
飼
主
は
、

生
涯
１
回
の
登
録
と
毎
年
１
回
犬
に

狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

左
記
日
程
表
の
と
お
り
、
本
年
度

の
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
を

行
い
ま
す
。

登
録
を
す
る
と
犬
鑑
札
が
、
狂
犬

病
予
防
注
射
を
す
る
と
狂
犬
病
予
防

注
射
済
票
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

費
用

登
録
済
み
の
犬
３
４
０
０
円

／
新
規
登
録
の
犬
６
５
０
０
円

そ
の
他

市
の
委
託
を
受
け
た
動
物

病
院
で
も
、
犬
の
登
録
と
狂
犬
病

予
防
注
射
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

登
録
の
み
の
場
合
は
、
健
康
課
窓

口
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ

健
康
課
予
防
係(

保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内)

1
内
線
７

６
２
０
７
へ

野生鳥獣害対策に取り組みましょう
野生鳥獣による農作物被害を最小限に食い止めるため、電気柵などの自己防衛は欠かせません。電気柵については、

作付け後、速やかに設置し、農作物の被害を最小限に抑えましょう。また、自己防衛の手段として、動物駆逐用の煙火

類を利用した追い払いなども有効です。電気柵導入や動物駆逐用煙火類の使用をお考えの人は、次に記載の補助事業や

下之町の湊屋商店が主催する講習会の案内をご確認ください。

犬の登録と狂犬病予防注射日程表
対象
地区

月 日

４月10日
(火)

４月11日
(水)

４月12日
(木)

４月13日
(金)

４月15日
(日)

４月16日
(月)

４月16日
(月)

４月17日
(火)

４月18日
(水)

４月19日
(木)

４月20日
(金)

４月23日
(月)

9:10  ～ 9:30

9:45  ～ 10:10

10:25  ～ 10:40

10:55  ～ 11:30

13:00  ～ 13:45

9:15  ～ 10:00

10:15  ～ 10:55

11:10  ～ 11:30

13:00  ～ 13:15

13:30  ～ 14:00

9:10  ～ 9:30

9:45  ～ 10:05

10:20  ～ 10:55

11:10  ～ 11:30

13:00  ～ 13:15

13:30  ～ 14:00

9:00  ～ 9:05

9:15  ～ 9:20

9:30  ～ 9:35

9:45  ～ 9:55

10:10  ～ 10:25

10:35  ～ 11:20

9:25  ～ 9:45

10:00  ～ 11:30

13:00  ～ 14:30

9:30  ～ 10:45

11:00  ～ 11:30

13:00  ～ 13:05

13:20  ～ 13:30

佐山町スポーツ場

上発知町生活改善センター

奈良町農事研修所

岡谷町生活改善センター

池田公民館

久屋原町公民館

横塚町公民館

上久屋町多目的集会所

下久屋町公民館

戸鹿野町公民館

東倉内町公民館（沼女高北側）

町田町水田転作研修所

石墨町多目的集会所

堀廻町構造改善センター

恩田町集会場（衛生センター隣）

井土上町(下)公民館

旭地区住民センター

横子住民センター

今井町住民センター

入沢公民館

上川田町住民センター

川田公民館

硯田町公民館

利根沼田振興局庁舎（薄根町）

十王公園

利根沼田文化会館駐車場

須賀神社

上野住民センター

岩本公民館

屋形原農村婦人の家

大竹公民館

十王公園

利南公民館

薄根公民館(下沼田町)

平出集会所

尾合集会所

岩室集会所

生枝集会所

高平集会所

上古語父集会所

下古語父集会所

伊香原地区集会所

平川集落センター

高戸谷地区集会所

大楊生活改善センター

利根支所

二本松多目的集会施設

多那農村婦人の家

輪久原集会所

利根支所出張所

園原ふれあい屋内運動場

大原集会所

利根観光会館駐車場

穴原生活改善センター

南部健康管理施設

横坂かる宅前

根利集会所

青木多目的研修施設

受付時間 会　　　場 対象
地区

月 日 受付時間 会　　　場

沼
　
　
田
　
　
地
　
　
区

沼

田

地

区

白

沢

町

利

根

町

13:45  ～ 14:00

14:15  ～ 14:30

9:15  ～ 10:45

11:00  ～ 11:45

13:15  ～ 14:00

9:00  ～ 9:15

9:30  ～ 9:45

10:00  ～ 10:10

10:25  ～ 10:40

10:55  ～ 11:30

13:00  ～ 13:40

13:55  ～ 14:10

9:30  ～ 10:00

10:15  ～ 10:45

11:00  ～ 11:15

11:30  ～ 11:45

13:00  ～ 13:40

9:50  ～ 10:00

10:10  ～ 10:40

10:50  ～ 11:05

11:15  ～ 11:30

13:00  ～ 13:10

13:25  ～ 14:00

14:15  ～ 14:30

9:00  ～ 9:10

9:30  ～ 9:45

9:55  ～ 10:00

10:15  ～ 10:25

10:45  ～ 11:00

■電気柵の設置補助事業

個人、または２世帯以上による小規模な電気柵の設置

について、市の単独事業により補助金を交付します。

１カ所の設置に際し、５万円(２世帯以上による場合は

10万円)を限度額に購入額の半額を補助します。補助金は

予算の範囲内となりますので、申請前に農林課農林振興

係までお問い合わせください。

■動物駆逐用煙火講習会

動物駆逐用煙火類(ごう音玉・トド玉など）を購入・利

用する際には講習を受ける必要があります。主たる動物

駆逐用煙火の購入は、市の補助により無料となります。 問い合わせ　農林課農林振興係1内線３２３５へ

日時

会場

定員

申し込み

区分

受講料

必要書類

※申込書

は湊屋商

店で配布

６月１日(金)午後２時

利根沼田文化会館３階

80人

日曜日を除く、５月18日(金)までの午前10時から午後５時

までに、湊屋商店(1 ２２５３)に申し込みください

継続

(手帳所持者)

1,500円

申込書

申込書

受講者の写真(裏面に氏名を記入)
横2.5cm×縦3.0cm

背景の無いもの
色つき眼鏡不可

申込書

更新

(５年で更新となる者)
新規

3,700円 4,200円

動物駆逐用煙火講習会

福
祉
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
国
保
年
金
係
1

内
線
３
１
３
２

福
祉
医
療
制
度
は
、
子
ど
も
・
重
度
心
身
障
害
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど

の
医
療
費(

保
険
診
療
分)

の
う
ち
、
自
己
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用

(

入
院
時
食
事
療
養
費
、
訪
問
看
護
、
治
療
用
装
具
な
ど
を
含
む)

を
市
が
負

担
す
る
制
度
で
す
。
将
来
に
わ
た
り
制
度
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
制
度

の
仕
組
み
や
目
的
な
ど
を
理
解
の
上
、
受
診
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※いずれの場合も保険証・印鑑が必要です
※要件を満たさなくなったときは、資格を喪失します

対象
子ども 中学校卒業の３月31日まで

身体障害者手帳１級・２級
障害年金１級
特別児童扶養手当１級
療育手帳Ａ・Ｂ１(Ｂ中)

身体障害者手帳１級・２級
障害年金１級
療育手帳Ａ・Ｂ１(Ｂ中)

保険証、印鑑
身体障害者手帳
年金証書
証書
療育手帳

所定の診断書

身体障害者手帳
年金証書
療育手帳

所定の診断書

本市に本籍がない
人は、戸籍謄本。
転入者は、前住所
地の課税・非課税
証明書

父母のない事実を
明らかにする証明

重度心身
障害者

後期高齢者
医療保険に
加入の高齢
重度障害者

母子家庭
父子家庭

資格要件 必要な物

障害年金１級程度の障害で年金を受
給することができない人

18歳未満の父母のない児童

下記の①から⑥のいずれかに該当す
る、現に18歳未満の子を扶養している
人とその子(18歳になって最初の３月
31日まで)
①配偶者と死別し現に婚姻をしていな
い人②離婚し、現に婚姻をしていない
人③配偶者の生死が明らかでない人
④配偶者から遺棄されている人⑤配偶
者が海外にいるため、その扶養を受け
ることができない人⑥配偶者が精神ま
たは身体の障害により長期にわたって
労働能力を失っている人

障害年金１級程度の障害で年金を受
給することができない人

福祉医療制度の内容と手続きに必要な物

自
分
の
健
康
管
理
の
た
め
に
、
年

に
１
回
、
健
康
診
査
や
人
間
ド
ッ
ク

を
受
け
ま
し
ょ
う
。

■
健
康
診
査

対
象
者
に
は
、
５
月
中
旬
に
受
診

シ
ー
ル
や
受
診
票
を
郵
送
し
ま
す
。

受
診
の
際
は
、
保
険
証
と
受
診
シ
ー

ル
、
受
診
票
が
必
要
で
す
。

※
本
年
度
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る

人
は
受
診
で
き
ま
せ
ん

特
定
健
康
診
査

対
象

40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民

健
康
保
険
加
入
者

後
期
高
齢
者
健
康
診
査

対
象

75
歳
以
上
で
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
加
入
者(

一
定
の
障
が
い

の
あ
る
人
は
65
歳
以
上)

健
診
内
容

身
体
測
定
、
検
尿
、
血

圧
、
血
液
検
査
な
ど

費
用

無
料

実
施
期
間

６
月
１
日(

金)

〜
10
月

31
日(

水)

■
人
間
ド
ッ
ク

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
加
入
者
の
受
診
を
対
象
に
、

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

※
本
年
度
、
健
康
診
査
を
受
け
る
人

は
受
診
で
き
ま
せ
ん

国
民
健
康
保
険
人
間
ド
ッ
ク

対
象

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
人

①
国
民
健
康
保
険
加
入
者

②
年
齢
35
歳
以
上

③
国
保
税
の
未
納
が
な
い
世
帯

助
成
額

２
万
５
０
０
０
円
を
限
度

に
検
診
費
用
の
３
分
の
２

※
結
果
に
よ
っ
て
、
特
定
保
健
指
導

の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
人
間
ド
ッ
ク

対
象

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
人

①
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

②
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
人

③
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
未
納

が
な
い
人

助
成
額

２
万
円

各
助
成
共
通
事
項

助
成
対
象

日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク
、

１
泊
２
日
人
間
ド
ッ
ク
、
基
本
健

診
項
目
を
含
む
脳
ド
ッ
ク

※
助
成
は
年
度
内
１
回
限
り

申
請
方
法

10
月
31
日(

水)

ま
で
に

保
険
証(

受
診
者
全
員
分)

と
印
鑑

を
持
参
し
、
市
民
課
国
保
年
金
係
、

白
沢
・
利
根
支
所
生
活
係
へ

※
受
診
前
に
申
請
し
、
11
月
以
降
に

受
診
予
定
の
人
も
10
月
31
日(

水)

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

健康診査と

人間ドック

健康診査の問い合わせ 健康課予防係(保健福祉センター内)1内線７６２０７へ
人間ドックの問い合わせ 市民課国保年金係1内線３１３２、白沢支所生活係1内線３３、利根支所生活係1内線２５

お
う
と



市役所 123－2111524－5179 白沢支所 153－2111553－2188 利根支所 156－2111556－3674

を
設
定
す
る
。

収
納
対
策
の
強
化

○
市
町
村
は
、
収
納
率
低
迷
の
要
因

分
析
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村

に
お
い
て
必
要
な
収
納
対
策
の
強
化

に
努
め
る
。

○
県
と
国
保
連
合
会
は
、
市
町
村
の

収
納
率
向
上
と
収
納
率
目
標
達
成
の

た
め
の
支
援
を
行
う
。

本
市
が
区
分
さ
れ
る
被
保
険
者
数

１
万
人
以
上
５
万
人
未
満
の
収
納
率

目
標
は
、
92
・
０
％
以
上
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
公
平
な
負
担
と
安
定
的

な
運
営
の
た
め
、
引
き
続
き
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
給
付
の
点
検
、
事
後
調
整

○
県
は
、
市
町
村
が
行
う
保
険
給
付

に
つ
い
て
、
広
域
的
・
専
門
的
な
見

地
か
ら
の
点
検
を
実
施
す
る
。

療
養
費
の
支
給
の
適
正
化

○
海
外
療
養
費
に
つ
い
て
、
県
作
成

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
審
査
確

認
や
情
報
共
有
を
行
い
、
支
給
の
適

正
化
に
努
め
る
。

第
三
者
求
償
の
取
り
組
み
強
化

○
第
三
者
求
償
事
務
を
確
実
に
行
う

た
め
、
市
町
村
は
、
傷
病
届
の
提
出

を
励
行
す
る
取
り
組
み
を
行
う
。

○
第
三
者
求
償
事
務
は
、
高
い
専
門

性
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
市
町

村
は
専
門
性
を
確
保
す
る
た
め
の
体

制
整
備
に
努
め
、
国
保
連
合
会
や
県

は
市
町
村
の
体
制
強
化
を
支
援
す
る
。

平
成
30
年
度
以
降
も
引
き
続
き
、

保
険
給
付
の
実
施
主
体
は
市
で
あ
り
、

レ
セ
プ
ト
点
検
の
充
実
な
ど
保
険
給

付
の
適
正
化
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

○
保
険
者
の
医
療
費
適
正
化
に
向
け

た
取
り
組
み
を
促
進
す
る
た
め
創
設

さ
れ
る
保
険
者
努
力
支
援
制
度
を
活

用
し
、
一
層
の
医
療
費
適
正
化
に
向

け
た
取
り
組
み
を
推
進
す
る
。

○
全
て
の
市
町
村
で
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

計
画
を
策
定
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク

ル
に
基
づ
い
た
効
率
的
で
効
果
的
な

保
健
事
業
を
実
施
す
る
。

○
特
定
健
診
と
特
定
保
健
指
導
の
実

施
率
向
上
に
取
り
組
み
、
生
活
習
慣

病
な
ど
の
予
防
を
推
進
す
る
。

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
は
、
健
康
診

断
や
レ
セ
プ
ト
な
ど
の
デ
ー
タ
を
分

析
し
、
効
率
の
良
い
保
健
事
業
を
実

施
す
る
こ
と
で
、
被
保
険
者
の
健
康

づ
く
り
に
役
立
て
、
医
療
費
の
縮
減

を
図
る
も
の
で
す
。

○
医
師
会
な
ど
の
協
力
を
得
て
重
症

化
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
よ

り
効
果
的
に
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化

予
防
事
業
を
推
進
す
る
。

○
重
複
頻
回
受
診
者
へ
の
訪
問
指
導

な
ど
、
受
診
の
適
正
化
を
図
る
。

○
後
発
医(

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク)

薬
品
差

額
通
知
を
継
続
実
施
す
る
な
ど
、
後

発
医
薬
品
使
用
割
合
の
向
上
を
図
る
。

事
務
処
理
の
標
準
化
・
共
同
化

○
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し

て
市
町
村
の
事
務
処
理
の
標
準
化
を

進
め
る
と
と
も
に
、
国
保
連
合
会
に

よ
る
共
同
事
務
処
理
の
推
進
を
図
る
。

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
と
の
連
携

○
県
と
市
町
村
は
、
国
保
の
保
険
者

と
し
て
、
保
健
・
福
祉
全
般
と
連
携

し
て
施
策
を
推
進
す
る
。

○
県
の
運
営
方
針
と
保
健
医
療
計
画
、

医
療
費
適
正
化
計
画
、
高
齢
者
保
健

福
祉
計
画
な
ど
を
連
携
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
や
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
施
策
と
の
一

体
的
な
推
進
を
図
る
。

県
と
市
町
村
・
国
保
連
合
会
と
の

相
互
の
連
携
を
図
る
た
め
、
平
成
28

年
度
に
設
置
さ
れ
た
群
馬
県
市
町
村

国
民
健
康
保
険
連
携
会
議
に
お
い
て
、

引
き
続
き
関
係
者
の
意
見
交
換
や
調

整
を
行
い
、
国
保
の
安
定
的
な
財
政

運
営
と
効
率
的
な
事
業
運
営
を
進
め

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

23

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針

は
、
県
と
市
町
村
が
一
体
と
な
っ
て

制
度
を
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国

民
健
康
保
険(
国
保)

の
財
政
の
安
定

化
と
事
業
の
広
域
化
・
効
率
化
を
推

進
す
る
た
め
の
統
一
的
な
方
針
と
し

て
、
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

33
年
３
月
31
日
ま
で
の
３
年
間
を
対

象
に
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

(

○
印
は
運
営
方
針
の
記
述
で
す)

国
保
医
療
費
の
見
通
し

○
国
保
加
入
者
は
減
少
傾
向
、
加
入

者
１
人
当
た
り
医
療
費
は
増
加
傾
向

で
推
移
す
る
と
見
込
ま
れ
る
。

○
２
０
２
０
年
度
は
、
１
人
当
た
り

医
療
費
の
高
い
70
歳
か
ら
74
歳
の
階

層
で
加
入
者
数
が
一
時
的
に
増
加
す

る
こ
と
か
ら
、
国
保
医
療
費
は
１
８

３
０
億
円
に
増
加
す
る
。

○
２
０
２
５
年
度
に
は
加
入
者
数
が

大
き
く
減
少
し
、
１
人
当
た
り
医
療

費
の
増
加
に
よ
る
影
響
を
上
回
る
こ

と
か
ら
、
国
保
医
療
費
は
１
８
１
７

億
円
へ
と
減
少
に
転
じ
る
。

団
塊
の
世
代
と
呼
ば
れ
る
皆
さ
ん

が
75
歳
と
な
り
、
後
期
高
齢
者
医
療

に
加
入
す
る
２
０
２
５
年
は
、
遠
い

将
来
の
話
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

赤
字
削
減
の
取
り
組
み

○
赤
字
が
生
じ
た
市
町
村
は
、
単
年

度
で
の
赤
字
解
消
が
困
難
な
場
合
、

中
期
的
な
目
標
を
設
定
し
て
計
画
的

な
赤
字
削
減
に
努
め
る
。

財
政
安
定
化
基
金
の
運
用

○
保
険
税
の
収
納
不
足
や
保
険
給
付

費
の
増
加
に
よ
り
財
源
不
足
と
な
っ

た
場
合
に
備
え
て
、
県
に
財
政
安
定

化
基
金
を
設
置
し
、
市
町
村
に
対
す

る
貸
し
付
け
や
交
付
、
県
に
よ
る
取

り
崩
し
な
ど
を
行
う
。

大
規
模
災
害
な
ど
被
保
険
者
の
生

活
に
影
響
を
与
え
る「
特
別
の
事
情
」

に
よ
り
、
保
険
税
収
納
額
が
不
足
す

る
場
合
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

保
険
税
水
準
の
統
一

○
本
県
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の
医

療
費
水
準
に
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

徐
々
に
保
険
税
水
準
の
統
一
を
進
め

て
い
く
。

○
健
康
づ
く
り
や
医
療
費
適
正
化
に

向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
つ
つ
、
保

険
税
水
準
の
統
一
を
目
指
す
べ
き
課

題
と
し
て
位
置
付
け
、
県
と
市
町
村

で
協
議
し
て
い
く
。

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

○
県
は
、
市
町
村
ご
と
に
医
療
費
水

準
や
所
得
水
準
を
反
映
し
て
国
民
健

康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
額
を
決
定

し
て
徴
収
す
る
と
と
も
に
、
納
付
金

な
ど
を
財
源
と
し
て
、
保
険
給
付
に

必
要
な
費
用
を
全
額
、
保
険
給
付
費

等
交
付
金
と
し
て
市
町
村
に
支
払
う
。

本
市
の
平
成
30
年
度
納
付
金
は
、

医
療
分
が
10
億
８
１
０
９
万
３
千
円
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
が
３
億
５
１

８
６
万
８
千
円
、
介
護
納
付
金
分
が

１
億
４
９
４
８
万
３
千
円
で
、
合
計

15
億
８
２
４
４
万
４
千
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。

激
変
緩
和
措
置

○
納
付
金
の
導
入
な
ど
に
よ
り
被
保

険
者
の
負
担
が
急
増
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
納
付
金
の
算
定
に
当
た
り
、

激
変
緩
和
措
置
を
講
じ
る
。

○
激
変
緩
和
措
置
は
、
被
保
険
者
１

人
当
た
り
の「
平
成
28
年
度
決
算
ベ

ー
ス
の
納
付
金
相
当
額
」と「
当
該
年

度
の
納
付
金
額
」を
比
較
し
、
一
定

割
合
以
上
増
加
し
た
市
町
村
に
対
し

て
講
じ
る
。

平
成
30
年
度
は
、
県
内
35
市
町
村

中
11
市
町
村
が
急
激
緩
和
の
対
象
と

な
り
ま
し
た
が
、
本
市
は
対
象
と
な

っ
て
い
ま
せ
ん
。

標
準
保
険
料
率
の
算
定
方
法

○
県
は
、
市
町
村
ご
と
の
あ
る
べ
き

保
険
税
率(

標
準
的
な
住
民
負
担)

の

見
え
る
化
を
図
る
た
め
、
保
険
者
規

模
別
の
標
準
的
な
収
納
率
な
ど
県
内

統
一
の
方
法
に
よ
り
市
町
村
標
準
保

険
料
率
を
算
定
す
る
。

本
市
の
平
成
30
年
度
保
険
税
必
要

額
は
、
14
億
１
０
１
３
万
５
千
円
で
、

１
人
当
た
り
の
額
は
10
万
８
４
１
４

円
と
な
り
県
平
均
10
万
８
８
０
８
円

と
ほ
ぼ
同
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

収
納
率
目
標

○
保
険
税
の
収
納
は
、
財
政
の
安
定

化
と
負
担
の
公
平
性
確
保
の
観
点
か

ら
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
保
険
税
の

収
納
率
向
上
を
図
る
た
め
、
保
険
者

規
模
別
に
収
納
率
目
標(

現
年
度
分)
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国
民
健
康
保
険
制
度
の
運
営
を
安
定
化
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
国
民

皆
保
険
を
堅
持
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
本
年
度
か
ら
群
馬
県

が
市
町
村
と
と
も
に
保
険
者
と
な
り
国
民
健
康
保
険
を
運
営
し
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ
最
終
回
と
な
る
今
回
は
、
新
制
度
の
ス
タ
ー
ト
に
当
た
り
策

定
さ
れ
た「
群
馬
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
」の
概
要
を
お
知
ら
せ
し

な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
の
概
要

運
営
方
針
の
目
的
と
期
間

医
療
に
要
す
る

費
用
と
財
政
の
見
通
し

納
付
金
と
標
準
保
険
料
率

保
険
税
の
徴
収
の
適
正
な
実
施

国保財政の安定化と保健事業の

国民健康保険　都道府県化

保
険
給
付
の
適
正
な
実
施

医
療
費
の
適
正
化
の
取
り
組
み

事
務
の
広
域
的
で

効
率
的
な
運
営

都道府県化で、変わること・変わらないこと

変わること 変わらないこと

次の手続きは、平成30年度から一部変更となります。
・国保加入者の資格管理(都道府県単位のため、県内異動では
資格を喪失しませんが、転出確定日で国保税を再計算)

・被保険者証(保険証)の保険者名に群馬県と沼田市を併記
(10月の一斉更新まで、現在の保険証を使います)

・高額療養費多数回該当の通算方法(※)

次の手続きは、これまでと同様に沼田市で行えます。
・国保の加入、資格喪失、被保険者証に関すること
・出産育児一時金や葬祭費などの支給に関すること
・国保税の計算に関すること
・国保税の支払いに関すること
・特定健診や特定保健指導などの保健事業

※医療費が高額になった場合、所得に応じて医療費の自己負担が一定額で済む制度(高額療養費制度)があり、１年間に４回
以上該当した場合(多数回該当)には、自己負担限度額が変わります。これまで市町村をまたいで転居したときは回数が通
算されませんでしたが、今後は、同一県内の転居で世帯の継続性が保たれている場合には、該当回数が通算されます

安
定
的
な
財
政
運
営
と

効
率
的
な
事
業
運
営
に
向
け
て

シリーズ国保⑨
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